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地域医療構想の進め方について



地域医療構想について

○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を
進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

○ ①各構想区域における2025年の医療需要と「病床数の必要量」について、医療機能（高度急性期・急性期・回復
期・慢性期）ごとに推計し、地域医療構想として策定、②各医療機関の現在の状況と今後の方向性を「病床機能報
告」により把握、③各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協
議を実施。

〇 都道府県は、④「地域医療介護総合確保基金」を活用し、医療機関の機能分化・連携を支援。さらに、自主的な取
組だけでは進まない場合、⑤「医療法に定められている権限の行使を含めた役割」を適切に発揮することで、地域医
療構想の実現を図る。
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第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ（抄）

（２）地域医療構想及び地域医療構想調整会議での議論の進め方

地域医療構想は、医療計画の一部として位置付けられており、その取組を進めることを目的に

協議の場（地域医療構想調整会議）が構想区域ごとに設置されている。

新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、地域医療構想の背景である中長期的な
状況や見通しは変わっていない。感染拡大時の短期的な医療需要には各都道府県の医療計画
に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み（病床
の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。特に再検証対象医療機
関については、これまでの方針に従って確実に取組を行う。

具体的には、都道府県は、毎年度、対応方針の策定率を目標としたPDCAサイクルを通じて地
域医療構想を推進することとし、対応方針の策定率と地域医療構想調整会議における資料や議
事録など協議の実施状況を分かりやすく公表を行うこととする。さらに、病床機能報告上の病床
数と将来の病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できないほどの差が生じてい
る構想区域について、その要因の分析及び評価を行い、その結果を公表するとともに、適正な病
床機能報告に基づき、当該構想区域の地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、病床が全て稼
働していない病棟等への対応など必要な方策を講じることとする。

また、国は、当該構想区域を有する都道府県を優先して、データの活用等に係る支援を行うな
ど、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組の支援を行うものとする。

なお、現在の地域医療構想は、2025年までの取組として進めているが、第８次医療計画期間
中に2025年を迎える。地域医療構想により、病床の機能分化・連携が一定進んできていることに
鑑みれば、2025年以降も地域医療構想の取組を継続していくことが必要と考えられ、その在り方
については、今後、中長期的課題について整理し、検討する。 4



PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について

◆ 医療提供体制の確保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号）

第三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 目標設定に関する国と都道府県の役割
３ 地域医療構想に係る目標設定

都道府県は、将来における地域の医療提供体制の確保のため、地域医療構想（法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関
する構想をいう。以下同じ。）の実現に向けた取組を着実に進めることが重要であることから、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、
医療保険者その他の関係者（第六及び第七において「関係者」という。）との協議の場（以下「地域医療構想調整会議」という。）における協議の
結果を踏まえ、当該構想区域（同号に規定する区域をいう。第五の一において同じ。）において担うべき医療機関としての役割及び当該医療機関が
有するべき医療機能ごとの病床数を含む今後の対応方針（以下「対応方針」という。）の策定率等の目標について、毎年度、当該目標の達成状況の
分析及び評価等を行うものとする。

第五 地域医療構想に関する基本的な事項
二 地域医療構想に関する国と都道府県の役割

都道府県は、策定した地域医療構想の達成に向けた取組を進めるに当たって、構想区域等（法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等をい
う。第六及び第七において同じ。）ごとに、地域医療構想調整会議を設け、当該会議での議論を通じて、地域における病床の機能の分化及び連携並
びに在宅医療を推進していくことが必要である。これらの推進に当たり、都道府県は、地域医療構想調整会議における協議の実施状況を公表するも
のとする。

国は、必要な情報の整備や都道府県職員等に対する研修のほか、都道府県におけるデータの活用や医療介護総合確保法に基づく地域医療介護総
合確保基金の活用に係る支援など、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組の支援を行うものとする。

第六 地域における病床の機能の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事
一 地域における病床の機能の分化及び連携の基本的考え方

地域における病床の機能の分化及び連携については、地域の医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により推進していくことが前提と
なる。このため、都道府県は、法第三十条の十三第一項の規定による報告（以下「病床機能報告」という。）の結果等により毎年度進捗を把握し、
公表するとともに、構想区域等ごとに設置する地域医療構想調整会議において、関係者との連携を図りつつ、必要な事項について協議を行うことが
必要である。その際、構想区域等における将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、医療機関の役割を明確化することや将
来的に病床機能の転換を予定している医療機関の役割を確認すること等が必要である。あわせて、地域医療構想調整会議における協議の結果を踏ま
えた対応方針の策定率を公表することとする。また、都道府県は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人の認定、地域医療介護総
合確保基金の活用等により、医療機関の自主的な機能分化及び連携に向けた取組を支援することが必要である。

さらに、都道府県は、地域医療構想調整会議における協議の実施状況や対応方針の策定率等を踏まえ、将来の病床数の必要量と病床機能報告に
より報告を受けた病床数に著しく差が生じている場合には、その要因について、当該構想区域等における医療提供体制を踏まえて分析及び評価を行
い、その結果を公表するとともに、必要な対応について検討することとする。

国は、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組を支援するとともに、地域における病床の機能の分化及び連携を更に実効性あるものとする
ため、病床機能報告の在り方を検討して見直しを行い、地域の医療需要に円滑に対応できる人員配置等を調えることの検討を進めるものとする。 5



PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について
～地域医療構想の進め方について（令和５年３月31日付け医政地発0331第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）のポイント～

「第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ」（令和４年12 月28 日）等を踏まえ、都道府県において、毎年度、対応方針の策定率等を
目標としたPDCAサイクルを通じて地域医療構想を推進することとする。

（１）年度目標の設定

✓ 毎年度、構想区域ごとに立てる地域医療構想の推進に係る目

標については、以下のとおり設定する。

・ 対応方針の策定率が100％未満の場合には、対応方針の策定率

※2022年度・2023年度において対応方針の策定や検証・見直しを行うこととさ

れていることに留意。

・ 既に100％に達している場合等には、合意した対応方針の実施率

✓ 対応方針の策定の前提として、病床機能報告の報告率が100％

でない場合には、未報告医療機関に対し、報告を求める。

（２）地域医療構想の進捗状況の検証

✓ 病床機能報告上の病床数と将来の病床の必要量について、デー

タの特性だけでは説明できない差異（※）が生じている構想区

域において、地域医療構想調整会議で要因の分析・評価を実施。

※病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的

基準の導入により説明できる差異を除いたもの。

✓ 人員・施設整備等の事情で、2025年までに医療機能の再編の取

組が完了しない場合には、完了できない事情やその後の見通し

について具体的な説明を求める。

（３）検証を踏まえて行う必要な対応

✓ 非稼働病棟等へについて、以下の通り対応する。

・ 病床機能報告から把握した非稼働病棟については、非稼働の理由及び当該病棟の今後の運用見通しに関する計画につい

て、地域医療構想調整会議での説明を求める。その際、当該病棟の再稼働の見込みについては、医療従事者の確保の具体

的な見込み等も含めて詳細な説明を求め、十分議論する。また、病床過剰地域においては、医療法に基づく非稼働病床の

削減命令・要請等を行う。

・ 病棟単位では非稼働となっていないが、非稼働となっている病床数や病床稼働率の著しく低い病棟についても把握し、

その影響に留意する。

✓ 非稼働病棟等への対応のみでは不十分である場合には、構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協

議を実施し、構想区域の課題を解決するための年度ごとの工程表（KPIを含む。）を策定・公表。

✓ その他、地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、必要な対応を行うこと。

進捗状況

の検証

必要な対応

目標設定
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再編検討区域について
（「地域医療構想の進め方について」令和５年3月31日付け地域医療計画課長通知）

〈基本的な考え方〉

○ 2023年度末までに重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県の割合を100％にすることが求め
られているが、地域医療構想調整会議において重点支援区域申請を行う旨の合意を得るため、協議前
の再編の要否を含めた検討段階においても、一定程度のデータを用いた地域の医療提供体制の分析等
が必要である。
重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援として、再編の検討の初期段階における複数医療

機関の再編を検討する区域の支援を行う。
再編検討区域の支援に係る依頼をする段階において、重点支援区域への申請を前提とする必要はな

い。

〈支援対象〉

○ 複数医療機関の再編を検討する事例を対象とし、単一医療機関の再編を検討する事例は対象としな
い。

〈支援内容〉

○ 重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援を行うことが目的であり、技術的な支援はその目
的に必要な範囲で適切に行う。

〈留意事項〉

○ 支援を行っていることについて厚生労働省から公表することは差し控える。今後、全ての都道府県
に対して申請の意向を聞くことを予定。

7



2025年以降における地域医療構想について

○ 地域医療構想については、これまでもPDCAサイクルや都道府県の責務の明確化による取組の推進を

行ってきており、現在の2025年までの取組を着実に進めるために、PDCAも含め責務の明確化による取組

の強化を図っていく。

〇 さらに、2025年以降についても、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に

入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想を

策定する必要がある。そのため、現在の取組を進めつつ、新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・

検討を行っていく。

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

新しい地域医療構
想の検討・取組

現行の地域医療構
想の取組

国における検討・制度的対応
都道府県における

策定作業

構想に基づく取組

新たな構想に
基づく取組

（検討のスケジュールのイメージ）

全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（令和４年５月17日）
６．医療・介護・福祉サービス
○ 今後の更なる高齢化の進展とサービス提供人材の不足等を踏まえると、医療・介護提供体制の改革や社会保障制度基盤の強化の取組は必須
である。まずは、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築に向け、地域医療構想の推進、地域医療連携推進法人の活用、地域包括ケアシステ
ムの整備などを、都道府県のガバナンス強化など関連する医療保険制度等の改革と併せて、これまでの骨太の方針や改革工程表に沿って着実
に進めていくべきである。
加えて、今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直面し

た。かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めるべきで
ある。

2025年までの取組となっている地域医療構想については、第８次医療計画（2024年～）の策定とあわせて、病院のみならずかかりつけ医機能や
在宅医療等を対象に取り込み、しっかり議論を進めた上で、さらに生産年齢人口の減少が加速していく2040年に向けたバージョンアップを行う必要
がある。
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病院の併設について



病院の併設について
（令和５年3月31日付け医政局長通知）

〈区分について〉

○ 同一の認定再編計画に基づき再編を行う病院（以下「再編対象病院」という。）同士を併設（再編
対象病院同士を同一敷地内又は隣接する敷地内（公道をはさんで隣接している場合を含む。）に開設
し、渡り廊下等で接続することで、必要に応じて患者又は医療従事者の相互の往来が容易となってい
ることをいう。以下同じ。）する場合には、患者に対する医療の提供に支障がないよう、表示等によ
り各再編対象病院間の区分を可能な限り明確にすること。

〈施設及び構造設備の共用について〉

○ 再編対象病院同士を併設している場合であって、次に掲げる要件を全て満たしているときは、各再
編対象病院に係る医療法第21条に規定する施設及び構造設備（以下「施設等」という。）は、それぞ
れの基準を満たし、かつ、各再編対象病院の患者に対する医療の提供に支障がない場合に限り、共用
（日常的に継続して利用可能な状態にあることをいう。）が認められること。
・ 同一の認定再編計画に基づく再編
・ 各再編対象病院が同一の地域医療連携推進法人に参加
・ 各再編対象病院のいずれも出資持分のある医療法人により開設された病院ではない
ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければならないこと。
また、「診察室」「手術室」「病室」の共用は、認められないこと。

〈人員について〉

○ 各再編対象病院の医師、看護師その他の従業者を兼務するような場合には、各再編対象病院の人員
に関する要件を満たすとともに、兼務により患者等に対する治療その他のサービスの提供に支障がな
いように注意すること。
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医療機関の併設の事例①

11

【併設の経過】
平成23年 埼玉県知事及びさいたま市長が共同記者会見

を行い、さいたま赤十字病院と埼玉県立小児医療
センターをさいたま新都心第８-１Ａ街区へ移転
する計画を発表

平成25年 新病院着工
平成28年 埼玉県立小児医療センター病院新開院
平成29年 さいたま赤十字病院新開院

所在地：さいたま市岩槻区
病床数：300床

所在地：さいたま市中央区
病床数：605床

所在地：さいたま市中央区
病床数：316床 ※小児救命救急センターを新設

所在地：さいたま市中央区（旧施設から約１km）
病床数：632床（現在は638床）※高度救命救急センターとして機能を強化

移転新築前
移転新築後

併
設

移転
新築

※総合周産期母子医療センターを協同運用

埼玉県立
小児医療センター

さいたま
赤十字病院

平成23年 埼玉県知事及びさいたま市長が共同記者会見を行
い、さいたま赤十字病院と埼玉県立小児医療セン
ターをさいたま新都心第８-１Ａ街区へ移転する計
画を発表

平成25年 新病院着工

平成28年 埼玉県立小児医療センター病院新開院

平成29年 さいたま赤十字病院新開院

さいたま赤十字病院埼玉県立小児医療ｾﾝﾀｰ

経緯

○埼玉県の課題であった医師不足や周産期・救急医療の拠点不足問題の解決を図るため「さいたま新都
心医療拠点」として整備が決定した。

○埼玉県立小児医療センター（以下「小児医療センター」という。）とさいたま赤十字病院は、重なる
診療部門が少なく、双方連携することで相乗効果があるということで検討が進んだ。

医療機能の分化・連携

○両院で総合周産期母子医療センターを設立し、小児医療センターはNICUを15床→30床へ増床、さい
たま赤十字病院は母胎胎児集中治療室を新設し、県内のあらゆるハイリスク母胎・ハイリスク新生児
への対応が可能となり、都内に流出していた患者を、埼玉県内で対応できるようにした。

○ハイリスク分娩については、小児医療センターのNICUの医師がさいたま赤十字病院の分娩室に立ち
会って出産介助をしている。また、NICUの医師がさいたま赤十字病院の出産前訪問を実施している。
毎週、小児周産期エリアのカンファレンスルームで共同カンファレンスを行っている。

○生体肝移植についても連携を図っており、建設計画時より将来的な利用を見越していたため、建築上
連携のしやすい構造となっている。

○低層階部分は廊下で連結している。救急救命センター（１階）、受付（２階）、手術室・救急系病棟
（４階）、周産期病棟（５階）、福利厚生部署（６階）が配置されている。

施設共用の状況
○さいたま赤十字病院側のヘリポートと職員食堂、小児医療センター側の職員休憩室や職員用保育園が
共用となっている。院内スマホは、両病院内で通話可能。

第11回地域医療構想及び医師確保計画に関する

ワーキンググループ（令和５年３月１日）資料４



置賜区域の再編の概要

両病院とも、医師不足による救急医療への負担・体制維持に課題があり、医療機能の見直しが必要

再
編
前

新米沢市立病院は高度急性期・急性期を、新三友堂病院は回復期・慢性期を担う体制へ

再
編
後
（予
定
）

三友堂リハビリテーションセン
ター
（民間）

120床

米沢市立病院
（米沢市）

322床

三友堂病院
（民間）

185床

米沢市立病院
（独立行政法人（予定））

令和5年11月頃
開院予定

263床

高度急性期 5

急性期 108

回復期 58

慢性期 12

休床 2

高度急性期 5

急性期 263

回復期 54

回復期 120

※令和2年1月1日現在許可病床数

三友堂病院
（民間）

令和5年11月頃
開院予定

199床

地域医療連携推進法人

高度急性期 18

急性期 245

回復期 177 

慢性期 22

現在の市立病院の
敷地に隣接して整備

急性期に集約 回復期・慢性期に集約
病床、施設設備や医療機器などの共
同利用や医療従事者の人事交流、

共同購買の実施を検討
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医療機関の併設の事例② 第11回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキン

ググループ（令和５年３月１日）資料3（一部改変）



都道府県知事の権限について
（「医療計画について」令和５年3月31日付け医政局長通知）

〈都道府県知事の勧告について〉

○ 地域医療構想の達成の推進のため、２以上の医療機関の再編であって１以上の医療機関が廃止する
場合（二次医療圏を越えて行う場合を除く。）にあっては、その前後で病床数の合計数が増加されな
いときであって、当該再編に関する計画について地域医療構想調整会議における協議及び合意を経た
上で、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。以下
「医療介護総合確保法」という。）第12条の２の２に規定する厚生労働大臣の認定を受けるときは、
勧告は行わないこと。ただし、病床過剰地域であることに鑑み、やむを得ないと認められる場合を除
き、法第30条の12第１項の規定により読み替えて適用する第７条の２第３項の規定の趣旨を踏まえ、
再編の対象となる医療機関において、病床に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、再編後
の病床数の合計数は、当該業務を行っていない病床数を除いたものとすること。なお、再編の対象と
なる医療機関において、規則第１条の14第７項各号に掲げる場合として法第７条第３項の許可を受け
ずに設置した病床又は規則第30条の32の２第１項各号に掲げる病床を有する場合にあっては、当該病
床の趣旨に照らして適切な対応を取ること。
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再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置

医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生（支）

局長が認定する制度。

※令和４年10月1日より、地方厚生（支）局長に委任。

Ａ病院：200床

Ｂ病院：50床
無床診療所へ移行

再編後のＡ総合病院
220床

再編を検討している複数医療機関

①再編計画を策定
地域医療構想調整会議（各都道府県）

②地域医療構想調整会議に諮る

③調整会議で協議し、合意

・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。

④地方厚生局へ再編計画を提出
（都道府県を経由）

⑤再編計画の認定

・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
であると認められる場合は認定を行う。

厚生労働省（地方厚生局長）

・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知

・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。

厚生労働省
地方厚生局

再編計画認定までのプロセス
＜再編計画に記載する事項＞

・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項

・再編の事業の内容（再編前後の病床数及び病床機能等）

・再編の事業の実施時期

・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項

＜地方厚生局長の認定を受けた際に受けることができる措置＞

・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置

（登録免許税、不動産取得税）

・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優遇措置

医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定
の不動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。

【 登録免許税 】 ※令和3年度創設（令和５年３月31日まで） ⇦ 令和８年３月31日まで延長
土地の所有権の移転登記 1,000分の10（本則：1,000分の20）
建物の所有権の保存登記 1,000分の２（本則：1,000分の４）

【不動産取得税】※令和４年度創設（令和６年３月31日まで）

課税標準について価格の2分の１を控除

１．概要

１．再編計画の認定について

２．税制上の優遇措置について
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参 考



都
道
府
県

○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。
その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設置

された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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地域医療構想の実現プロセス
１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、

地域医療介護総合確保基金を活用。
２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合

には、医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「地域医
療構想調整会議」での協議を促進。

① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担う
中心的な医療機関の役割の明確化を図る

② その他の医療機関について、中心的な医療機関が
担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を踏
まえた役割の明確化を図る

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補助
等を実施。

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。

【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす
る医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医療機関

等）及び要請・勧告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療
機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧告（民間
医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）及び
要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。

将
来
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
、
自
主
的
な
取
組
だ
け

で
は
、
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い
場
合
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現
状」と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する
機能※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、

小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特
に高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテー
ション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

病床機能報告制度

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを
提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できることにご
留意ください。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供し
ている場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入
院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
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○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
診療密度が特に高い医療を提供する機能高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能
⚫ 特殊疾患入院医療管理料

⚫ 特殊疾患病棟入院料

⚫ 療養病棟入院基本料

⚫ 救命救急入院料

⚫ 特定集中治療室管理料

⚫ ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料

⚫ 脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料

⚫ 小児特定集中治療室管理料

⚫ 新生児特定集中治療室管理料

⚫ 総合周産期特定集中治療室管理料

⚫ 新生児治療回復室入院管理料
急性期機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治

療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療
室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を
提供する病棟

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の
意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部
骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を
目的としたリハビリテーションを集中的に提供す
る機能（回復期リハビリテーション機能）。

⚫ 地域包括ケア病棟入院料（※）

※ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が
主に回復期機能を提供している場合は、回
復期機能を選択し、主に急性期機能を提供
している場合は急性期機能を選択するなど、
個々の病棟の役割や入院患者の状態に照ら
して、医療機能を適切に選択。

特定入院料等を算定する病棟については、一般的には、次のとおりそれぞれの機能として報告するものとして取り扱う。
その他の一般入院料等を算定する病棟については、各病棟の実態に応じて選択する。

⚫ 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料

特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い第 ４ 回 地 域 医 療 構 想
に 関 す る W G

平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ０ 日

資料

２
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89.5
万床

※1

急性期

53.6万床（45％）

高度急性期

16.0万床（13%）

５
慢性期

29.9万床（25％）

回復期

20.6万床（17%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 120.1万床

90.1
万床

0.4万床増

1.3万床減

1.3万床増

1.3万床減

約0.9万床減

2021年度病床機能報告

1.33

急性期

54.9万床（45％）

高度急性期

15.5万床（13％）

慢性期

31.2万床（26％）

回復期

19.3万床（16%）

合計 121.0万床

89.7
万床

２０２１年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2021年

76.5
万床

1.4万床減

4.7万床減

6.3万床増

4.3万床減

70.5
万床

69.6
万床

2015年

※1：2021年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2021年度病床機能報告：12,484/12,891（96.8％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等

を用いて推計
※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：19,645床（参考 2020年度病床機能報告：18,482床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数
※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較

するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2021年度病床機能報告

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期

28.4万床（24％）

90.7
万床

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.2
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

第 ５ 回 地 域 医 療 構 想 及 び 医 師 確 保 計 画 に

関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日

資料２

一部改
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具体的対応方針の再検証等について（令和２年１月17日付け医政局長通知のポイント）

●基本的な考え方

●再検証要請等の内容

〇 このうち、「A 診療実績が特に少ない」（診療実績が無い場合も含む。）が９領域全て（以下「A9病院」という。）、又は「B 類似かつ近接」（診療実績が

無い場合も含む。）が６領域全て（人口100万人以上の構想区域を除く。以下「B6病院」という。）となっている公立・公的医療機関等の具体的対応方針を
再検討の上、地域医療構想調整会議において改めて協議し、合意を得るよう求めるもの。

（１）再検証対象医療機関（A9・B6病院）の具体的対応方針の再検証

以下①～③についてA9・B6病院で検討の上、その検討結果を調整会議で協議すること。
B6病院が所在する構想区域の調整会議では、④についても協議すること。 A9病院が所在する構想区域の調整会議では、必要に応じて、④につい

ても協議すること。
① 現在の地域の急性期機能、人口の推移、医療需要の変化等、医療機関を取り巻く環境を踏まえ、2025年を見据えた自医療機関の役割の整理

② ①を踏まえた上で、分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性 （他の医療機関との機能統合や連携、機能縮小等）

③ ①②を踏まえた４機能別の病床の変動

【構想区域全体の2025年の医療提供体制の検証】
④ 構想区域全体における領域ごとの2025年の各医療機関の役割分担の方向性等（必要に応じて、病床数や医療機能を含む。）

（２）一部の領域で「診療実績が特に少ない」又は「類似かつ近接」に該当する公立・公的医療機関等（A1~8・B1~5病院）への対応

調整会議において、A1～8・B1～5病院の具体的対応方針について改めて議論すること。

〇 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）を踏まえ、地域医療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた

議論を活性化させることを目的に、厚生労働省において、公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に着目した診療実績データの分析を実施。

〇 厚生労働省の分析結果は、公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性を機械的に

決めるものではない。各公立・公的医療機関等の取組の方向性については、地域医療構想調整会議において、当該分析だけでは判断し得ない地域の
実情に関する知見を補いながら、議論を尽くすこと。

●今後の進め方及び議論の状況把握

当面、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を基本として、調整会議での議論を進めること。
今後、厚生労働省において、再検証に係る地域医療構想調整会議の議論の状況を把握し、2020年度から2025年までの具体的な進め方（スケジュール等）
については、状況把握の結果及び地方自治体の意見を踏まえ、整理の上改めて通知予定。

〇 骨太の方針2019を踏まえ、公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に係る診療実績データの分析を厚生労働省において実施し、診療実
績の分析結果の暫定版（424病院のリスト）を「第24回地域医療構想に関するワーキンググループ」（令和元年９月26日開催）に会議資料として提出。
地方自治体との調整を経て、令和２年１月17日付けで都道府県宛てに通知を発出。

●経緯等
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全医療機関

（N=12,106）

再検証対象医療機関

（N=436）

新公立病院改革プラン・公立

病院経営強化プラン対象病院

（再検証対象除く）

（N=558）

公的等2025プラン対象病院

（再検証対象除く）

（N=642）

その他の医療機関

（N=10,494）

医療機関の区分別にみた対応方針の協議状況

対象外

協議・検証未開始

協議・検証中

合意・検証済

合意済・検証済の結果

に基づき措置済

※公立、公的には、再検証対象を含まない
※再検証対象医療機関の「対象外」には既に病床を有さなくなった医療機関も含まれるため一律に全医療機関の合計に計上していない。

地域医療構想調整会議における対応方針の検討状況

○ 全ての医療機関の対応方針の措置済を含む「合意済」･「検証済」の割合は医療機関単位で36％、病床単位で61％となっている。
○ 再検証対象医療機関の対応方針の措置済を含む「検証済」の割合は医療機関単位で53%、病床単位で56％となっている。
○ 再検証対象医療機関を除く新公立病院改革プラン・公立病院経営強化プラン対象病院の対応方針の措置済を含む「合意済」の割

合は医療機関単位で99％、病床単位で99％となっている。
○ 再検証対象医療機関を除く公的等2025プラン対象病院の対応方針の措置済を含む「合意済」の割合は医療機関単位で97％、病

床単位で98％となっている。
○ その他の医療機関の対応方針の措置済を含む「合意済」の割合は医療機関単位で29％、病床単位で39％となっている。

再検証対象 公立※ 公的※ その他全医療機関

36％

61％
53％

56％

99％ 99％ 97％ 98％

29％

39％

医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）
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● 対象となるのは、「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象となり得る。

① 再検証対象医療機関が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

選定対象・募集時期２

支援内容３

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

● 重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を予定。

【技術的支援】（※）
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に
関するデータ分析

・関係者との意見調整の場の開催 等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の優先配分
・病床機能の再編支援を一層手厚く実施

基本的な考え方１

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論
については、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

【１回目（令和２年１月31日）選定】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

【２回目（令和２年８月25日）選定】
・北海道（南空知区域、南檜山区域）
・新潟県（県央区域）
・兵庫県（阪神区域）
・岡山県（県南東部区域）
・佐賀県（中部区域）
・熊本県（天草区域）

● これまでに以下の13道県19区域の重点支援区域を選定。

※ 今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の
検討会等における議論の状況について情報提供を行う。

【３回目（令和３年１月22日）選定】
・山形県（置賜区域）
・岐阜県（東濃区域）

【４回目（令和３年12月3日）選定】
・新潟県（上越区域、佐渡区域）
・広島県（尾三区域）

重点支援区域について

選定区域５

重点支援区域設定の要否４

● 今後、全ての都道府県に対して重点支援区域の申請の意向の有無を聴取。

【５回目（令和４年４月27日）選定】
・山口県（下関区域）

【６回目（令和５年３月24日）選定】
・青森県（青森区域）
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（計185床）

統合

（計185床）

記念塔病院

○ 病院と有床診療所を再編し、急性期機能と慢性期機能の一部を転換し、構想区域で不足する在宅
復帰に向けた医療やリハビリを提供する回復期医療を担う。

民間

北３１条内視鏡クリニック

(参考)再編計画のスケジュール

１医療機関
廃止

認定再編計画の事例①

交雄会新さっぽろ病院

民間民間

※令和４年10月より厚生（支）局に移管

令和２年12月 再編計画の内容について地域医療構想調整会議で協議

令和４年２月 再編計画の申請（医療法人より、北海道を経由して厚生労働省に申請） ※

令和４年３月 厚生労働大臣より再編計画認定

令和４年７月 新病院移転開業

令和４年８月 登録免許税に係る「租税特別措置法適用証明書」の申請（医療法人より厚生労働省に申請） ※

「租税特別措置法適用証明書」の交付（厚生労働省より医療法人に交付） ※

登録免許税減免適用（登記の申請書に「租税特別措置法適用証明書」を添付の上、登記）

再編計画認定手続き

税制優遇措置
手続き

建築する建物の
所有権保存登記に係る
登録免許税を軽減
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（計146床）

統合

（計142床）

荻原みさき病院

民間

荻原整形外科病院

４床減
(１病院廃止)

認定再編計画の事例②

荻原記念病院

民間民間

令和４年３月 再編計画の内容について地域医療構想調整会議で協議

令和４年４月 再編計画の申請（医療法人より、兵庫県を経由して厚生労働省に申請） ※

令和４年５月 厚生労働大臣より再編計画認定

令和５年２月 登録免許税に係る「租税特別措置法適用証明書」の申請（医療法人より近畿厚生局に申請） ※

「租税特別措置法適用証明書」の交付（近畿厚生局より医療法人に交付） ※

令和５年３月（予定） 登録免許税減免適用（登記の申請書に「租税特別措置法適用証明書」を添付の上、登記）

令和５年４月（予定） 新病院移転開業

再編計画認定手続き

税制優遇措置
手続き

25

○ ２病院を再編し、急性期機能を回復期機能に転換し、急性期病院等から紹介された在宅復帰を目
指す患者に対し、充実したリハビリテーションを提供し主に回復期機能を担う。
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※令和４年10月より厚生（支）局に移管

(参考)再編計画のスケジュール

建築する建物の
所有権保存登記に係る
登録免許税を軽減（予定）
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